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社会福祉法人 天草市社会福祉協議会  

非常勤役員等の報酬及び費用弁償規程  

 

平成２１年１０月 ９日  

規程第２０号  

（目的）  

第１条 この規程は、社会福祉法人天草市社会福祉協議会（以下「本会」と

いう。）の非常勤役員等に対する報酬及び費用弁償の支給に関し、必要な

事項を定めるものとする。  

（報酬及び費用弁償）  

第２条 非常勤役員等が職務のために勤務した場合は、本会会長（以下「会

長」という。）が別に定める報酬と費用弁償を支給する。ただし、天草市

の特別職の職員及び一般職員が非常勤役員等を兼ねる場合については、報

酬は支給しない。  

（旅費）  

第３条 非常勤役員等が職務のために出張した場合は、会長が別に定める費

用弁償を支給する。  

（補則）  

第４条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、会長が定める。  

 

   附 則  

１ この規程は、平成２１年１０月９日から施行する。  

２ 本会非常勤役員等の報酬及び費用弁償に関する規程（平成１８年４月２

７日施行）は、廃止する。  

 （経過措置）  

３ この規程の施行の日の前日までに、本会非常勤役員等の報酬及び費用弁

償に関する規程の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規

程の相当規定によりなされたものとみなす。  
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会長が別に定める事項  

１ 非常勤役員等とは、次の者をいう。  

 （１）本会の全体に関する者  

理事・監事・評議員等  

 （２）事業に関する者  

理事・監事・評議員以外の委員  

 （３）各福祉圏域に関する者  

    各福祉圏域内で開催される委嘱された委員  

２ 報酬及び費用弁償の額  

（１）前項第１号に該当する額 日額報酬 ６，０００円  

 （２）前項第２号に該当する額 費用弁償 ３，０００円  

 （３）前項第 3 号に該当する額 費用弁償 ２，５００円  

３ 旅費については、本会旅費支給規程の定めるところにより支給する。  


